
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※　曜日単位での入会決定となります。入会決定されていない曜日は

利用できませんのでご注意ください。入会決定した曜日は、長期休

業期間（夏休み等）であっても継続して利用できます。 
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令和７年度 

宮崎市児童クラブ利用案内

この利用案内には、児童クラブ入会及び利用に関わる重要な事項が記載されていま

すので、必ずお読みください。 
 
また、児童クラブ入会前の保護者説明会の際にも必ずお持ちいただ

き、その後は大切に保管してください。

 

【お問い合わせ先】 

〒８８９－１６９６ 

宮崎市清武町西新町１番地１ 

　宮崎市教育委員会 

　生涯学習課　放課後子ども教育係 

　TEL：０９８５－８５－１８３４　　 

FAX：０９８５－８５－０４５８



 

児童クラブに関すること、様式、よくあるご質問等についてホームページに 

掲載しております。 

利用案内をご一読いただくとともに、ホームページもご確認ください。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイト内検索 検索

トップページにて児童クラブと入力して検索 

◆宮崎市ホームページ◆ 

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/support/facility/297661.htm
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１　児童クラブの概要 

（１）児童クラブとは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

児童クラブは、保護者が就労や就学、病気、家族の介護等のため、放課後に家庭で面倒を見ること

ができない小学校就学児童に、適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的と

しています。※学校を休んだ場合は、利用できません。 

児童クラブは、小学校の余裕教室や近隣の保育所等を利用しており、それぞれの児童クラブで定員

を設けています。そのため、定員を超える申請があった児童クラブにおいては、審査の結果、入会を

待機していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 

 

（２）対象児童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

宮崎市内の小学校に在学する１年生から６年生までの児童です。 

 

（３）開所期間・利用時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①開所期間 

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 

②利用時間 

◆平日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・下校時（授業終了時）から午後６時または

午後７時まで 

◆土曜日、長期休業期間、学校行事の振替休日・・・・・午前７時３０分または午前８時　から 

午後６時または午後７時　まで 

ただし、閉所時間までに保護者がお迎えに来られない場合、原則として児童は午後５時に児童クラブ

を出て、歩いて帰宅となります。 

なお、冬期（１１月から１月末まで）は日没までに帰宅できるように活動時間を設定します。 

※児童クラブは保護者の送迎又は徒歩が原則です。新 1 年生で、4 月 1 日から入会となった場合は、利

用時間帯にかかわらず、入学式当日までは、原則として保護者の送迎が必要です。 

※退室後の再入室は、入退室の管理上、お断りしています。 

※保育園等で実施している学童保育については、延長保育の有無など活動時間が異なる場合があります

ので、料金等も含め直接お問い合わせください。 

 

（４）休業日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、３月の　　　

最終土曜日は休みです。 

※台風等の自然災害の恐れがある場合等による臨時休校・学級閉鎖等の場合、児童クラブを臨時に閉所

することがあります。詳細は『５　災害や感染症の集団感染、事件・事故時の対応』参照 

 

（５）登録期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

登録期間は、入会決定の日からその日の属する年度の末日（３月３１日）まで、または、指定した期

間です。年度が変わり、引き続き入会を希望される方は、自動更新にはなりませんので、新たに入会申

請が必要になります。※審査の結果、待機となる場合があります。 
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（６）入会解除・入会決定取消し・入会審査保留　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

次のような場合は、入会を解除、入会決定の取消し又は入会審査を保留とすることがありますので、

ご了承ください。 

① 児童クラブ利用者負担金を納入期限までに納入しなかった場合 

② 就労・就学等期限が切れた後、２週間以内に更新分の証明書の提出がない場合 

③ 無断で長期間欠席があった場合 

④ 児童クラブの規則などを守らない場合 

⑤ 支援員の指示に従わない場合 

　※利用児童が支援員の指導に応じず、他児童の安全が確保できない場合は、退会となる 

こともありますので、ご家庭で児童クラブのルールの説明をお願いします。 

⑥ 児童クラブの目的に該当しなくなった場合 

※育児休業の取得（退会届の提出必須）や仕事を辞めたなど、保護者等が面倒を見られる 

ようになった場合 

 

 

２　児童クラブ入会申請手続き 

※R６年度に入会（利用）している場合でも、毎年申請が必要ですのでご注意ください。 

 

（１）児童クラブ入会申請の要件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

児童クラブは、保護者が放課後に家庭で面倒を見ることができない児童を対象としているため、保護

者の就労や就学等の要件があります。 

 

（２）提出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

次の①～②及びその他該当する書類（③～⑨）を添え、入会申請児童１人につき１部ご提出ください

（②～⑨は、きょうだいで申請する場合、１部のみで構いません）。 

① 宮崎市児童クラブ入会申請書 

② 就労・就学証明書 兼 自営業申立書（就労(就学)中の保護者全員分が必要です。ただし、単身赴

任者が宮崎市以外で住民登録している場合は就労・就学証明書の提出は不要です。） 

 保護者が就労または就学して

いる場合

保護者が、１日４時間以上かつ月１５日以上の就労（就学）をし

ていることが必要です。 

なお、就労（就学）していない曜日は入会申請できません。

 母親が出産予定の場合 母親が出産予定の場合、産前６週(多胎妊娠については１４週間)

～産後８週に当たる日が属する月は、月初～月末まで利用可能で

す。 

育児休業中は児童クラブの利用はできません。退会届を必ず提出

してください。育児休業終了日の翌日が属する月から利用可能で

す。

 保護者が疾病等により入院ま

たは居宅療養が必要な場合

診断書や身体障がい者手帳等で、疾病等の状況を確認します。

 保護者が祖父母等の介護・看

護をしている場合

被介護者等の診断書や身体障がい者手帳等で、介護等が必要な状

況を確認します。
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【その他書類】 

 

【提出書類に関する注意事項】 

◆　書類は必ず黒のボールペンでご記入ください（パソコンでの入力可）。 

◆　申請にあたっては、申請書に沿って児童の状況や保護者の就労・就学状況等を確認させていた

だくことがありますので、保護者や申請に関する状況のわかる方が持参してください。 

◆　入会申請に係る申請書等は、郵送での提出は受付けておりません。市外からの転入予定者など

窓口での申請が困難な方については生涯学習課へご相談ください。 

 

 

 

 対象者 提出書類

 

就
労
中
以
外
の
添
付
書
類

③
就学中（予定）の保護者 

※上記②が提出できない場合のみ

在学証明書 及び カリキュラム（在学期間、授業 

日数、時間が確認できるもの）等の写し

 
④ 出産予定の保護者

親子健康手帳（母親の氏名と分娩予定日が分かる 

部分）の写し（※就労している場合も提出が必要）

 

⑤
疾病・障がい等で 

入院・居宅療養中の保護者

診断書、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、 

療育手帳、介護保険被保険者証及びケアプラン 

等の写し（※診断書は、令和５年４月１日以降発行

されたもののみ有効）

 

⑥
祖父母等の介護・看護を 

行っている保護者

被介護者・被看護者の診断書、身体障がい者手帳、

精神保健福祉手帳、療育手帳、介護保険被保険者証

及びケアプラン等の写し

 

⑦ 未就労で、就職活動中の保護者

誓約書（利用希望日から２ヶ月に当たる日が属する

月末まで有効） 

※年度途中に退職された場合は退職日の翌日から

２か月の属する月末 

※原則「自己都合による退職」による誓約書の提出

は１回のみ

 
減
免

⑧
利用者負担金の減免対象となる方
（就学援助受給中または申請予定、

生活保護受給中の方など）

児童クラブ事業利用者負担金減額・免除申請書 

・生活保護受給中の方…受給者証の写し 

・被災された方…罹災証明書の写し　など

 

口
座
振
替

⑨ 口座未登録の方

口座振替依頼書 

※過去に児童クラブを利用された方で口座を登録

されている方は変更がない限り改めて提出する必

要はありません。 

♦web での口座振替依頼もできます。詳しくは 

宮崎市ホームページ「口座振替」をご確認ください 

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/tax/city/7638.html 

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/tax/city/7638.html
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（３）申請受付期間及び受付場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

① 令和７年４月利用開始分 

◆現在クラブに入会している児童の受付 

 

◆新規入会申込み児童受付（新規で児童クラブを利用したい児童、現在入会中でない児童） 

（ア）生涯学習課、総合支所での受付 

　　　 

（イ）宮崎市民プラザでの受付 

　　　　 

※やむをえない場合を除き、締め切りまでに申請できなかった方は、４月入会できずに待機して 

いただき、５月入会の審査にかけることになります。ご了承ください。 

 

② ５月以降利用開始分（随時受付） 

 

 

 

 

 
申請受付期間 令和６年１２月２日（月）～令和６年１２月２７日（金）(日・祝日除く)

 
申請受付場所

各児童クラブ 

※入会中の方は児童クラブにご確認ください。

 

申請受付時間

各児童クラブにお問合せください。 

※新１年生等で新規利用したい弟妹がいる場合は、既存入会児童受付期間

中に兄姉と一緒に申請書を提出してください。

 
申請受付期間 令和６年１１月１８日（月）～ 令和６年１２月２７日（金）の開庁日

 
申請受付場所

生涯学習課（清武総合支所３階）、 

佐土原・田野・高岡　総合支所の地域市民福祉課

 申請受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分

 

申請受付期間

令和６年１２月　７日（土）～令和６年１２月　８日（日） 

令和６年１２月１０日（火）～令和６年１２月１３日（金） 

※12/8(日)は青島太平洋マラソン当日の為、市民プラザ周辺で交通規制がかかる時間

帯があります。 

※駐車場は市民プラザ地下駐車場(２時間以内無料)又は松橋駐車場をご利用ください。

 申請受付場所 市民プラザ４階　大会議室

 申請受付時間 午前１０時００分～午後４時００分

 
申請受付期限

利用希望月の前月１５日 

※１５日が土日祝日の場合は、直前の開庁日

 
申請受付場所

生涯学習課（清武総合支所３階）、 

佐土原・田野・高岡 総合支所の地域市民福祉課

 申請受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分
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③ 長期休業期間利用分 

※秋季休業の区分設定はありません。 

※長期休業期間利用分については、各長期休業の都度審査を実施します。 

 

（４）入会審査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

入会審査については、申請内容・児童クラブの状況等を総合的に判断のうえ選考し、審査結果は、入

会決定か入会待機かにかかわらず全て文書にて通知いたします。 

申請児童数が、定員を超えた児童クラブについては、児童の学年も審査の対象となるため、審査の結

果、弟妹だけが入会決定し、兄姉が入会待機となることがあります。 

入会待機となった後も、新規入会申請者及び入会待機者の入会審査を毎月行います。 

① ４月利用開始分 

 

② ５月以降利用開始分 

 

③ 長期休業期間利用分 

 

（５）入会決定後の手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

入会決定者には、「登録児童台帳」と「入会誓約書」を送付いたしますので、各児童クラブに提出し

てください。入会申請の際に記入された内容と同じ内容を「登録児童台帳」にもご記入ください。 

申請書等に記入された情報は、児童クラブの円滑な運営のため、宮崎市及び受託者で共有しますので、

ご了承ください。 

すでに、一部曜日等で入会が決定しており、今回追加で入会が決定した場合、「登録児童台帳」「入会

誓約書」の再提出は不要です。ただし、入会の意思は必ず児童クラブへご連絡ください。 

 

 

申請受付期限 

(長期休業区分別)

春季休業 令和６年１２月２７日（金）

 夏季休業 令和７年　６月１３日（金）

 冬季休業 令和７年１１月１４日（金）

 学年末休業 令和８年　２月１３日（金）

 
申請受付場所

生涯学習課（清武総合支所３階）、 

佐土原・田野・高岡　総合支所の地域市民福祉課

 申請受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分

 審査結果発送予定

 令和７年２月上旬

 審査結果発送予定日

 毎月下旬

 長期休業区分 審査結果発送予定日

 春季休業 令和７年３月上旬

 夏季休業 令和７年６月下旬

 冬季休業 令和７年１１月下旬

 学年末休業 令和８年２月下旬
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３　利用料等 

（１）児童クラブ事業利用者負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入会決定日から年度末まで、児童クラブ事業利用者負担金が発生します。 

年度途中で退会する場合、利用者負担金は、退会・辞退・取下げ届に記入した退会期日の属する月ま

で（日割計算はありません）発生し、その翌月から発生しません。退会・辞退・取下げ届は退会期日の

月末までに必ず提出してください。 

支払いについては、原則口座振替となります。 

利用者負担金（①通常利用分・②長期休業期間分）の口座振替日は、利用する月の末日です。月の末

日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が振替日となります。 

なお、口座残高不足等で、口座振替が出来なかった場合には納付書で納付していただきます。 

① 通常利用 

利用する曜日当たり　月額５００円 

月曜～土曜の中で利用する曜日をあらかじめ選択し、入会できた曜日数の利用者負担金を納

付していただきます。 

１８歳の誕生日以後、最初の３月３１日までの間にある児童が３人以上いる世帯（多子世帯）

で、３番目以降の児童が利用するときは無料となります。 

また、上記の３番目以降の児童を除き、同一世帯で２人の児童が通常利用している時は、合

計額が高いほうの児童の利用者負担金が半額となります。 

※長期利用分は半額の対象外となります。 

【利用者負担金額の例】 

◆月曜～土曜の週６日利用している場合 

５００円×週６日利用＝月額３，０００円 

◆月曜・木曜の週２日利用している場合 

５００円×週２日利用＝月額１，０００円 

◆３きょうだいでの利用 

小１児童が月曜～土曜の週６日利用、小２児童が月曜～土曜の週６日利用、 

小４児童が月曜～木曜の週４日利用している場合 

小１児童　５００円×週６日利用＝月額３，０００円 

小２児童　５００円×週６日利用＝月額３，０００円 

小４児童　５００円×週４日利用＝月額２，０００円　　ですが、 

・小１児童について多子世帯のため月額３，０００円→０円 

・小２児童について負担金額が高いほうが半額のため　月額３，０００円→１，５００円 

・小４児童について月額２，０００円 

合わせて、利用者負担金　月額３，５００円 

 

② 長期休業期間利用 

 

 

 

 

 

 区分 利用者負担金額

 春季休業のみ利用 ３６０円

 夏季休業のみ利用 ３，６００円

 冬季休業のみ利用 ７２０円

 学年末休業のみ利用 ３６０円
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通常利用で一部の曜日を利用している方が、長期休業期間も併せて利用する場合は、長期休

業期間の額が減額となります。 

通常利用で入会している曜日のみを長期休業期間中にも利用する場合は、長期休業期間分の

利用者負担金が別途必要になる訳ではなく、通常利用分の利用者負担金のみ納付していただき

ます。 

なお、１８歳の誕生日以後、最初の３月３１日までの間にある児童が３人以上いる世帯（多

子世帯）で、３番目以降の児童が利用するときは無料です。 

 

（２）児童クラブ事業利用者負担金の減免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

減免の適用を受けるには、毎年必ず「宮崎市児童クラブ事業利用者負担金減額・免除申請書」の提出

が必要で、申請した月（申請した月が入会前の場合は、入会した月）からの減免適用となります。 

減免の対象者は、生活保護の受給者、就学援助の受給者、被災し罹災証明が交付された方となります。

ひとり親家庭、児童扶養手当受給者等の場合は、その状況のみでは減免の理由に該当しません。 

① 提出書類 

入会申請時に、「宮崎市児童クラブ事業利用者負担金減額・免除申請書」の他、次の書類を一

緒に提出してください。 

きょうだいが同時に入会申請する場合は、１枚の減免申請書に複数名の児童氏名を記入して提

出してください。なお、きょうだいの中で、入会申請時期が異なる場合には、後から入会申請す

る児童の減免申請書を別途提出していただく必要があります。 

 

② 提出先（入会申請時に提出されていない方の提出先） 

・入会決定した児童クラブ 

・生涯学習課（清武総合支所３階） 

・佐土原・田野・高岡 総合支所の地域市民福祉課 

 

③ 減免の決定または否決 

減免申請書提出後、就学援助申請中の方は、認定状況を関係課に確認し、就学援助認定となっ

た場合は減免決定、就学援助不認定等となった場合は減免否決となります。 

ただし、就学援助認定までに時間を要するため、認定状況が確認できるまでの期間は、利用者

負担金の徴収を一時保留としますが、仮に、就学援助不認定等となった場合は、遡って利用者負

担金を納付していただきます。 

 

（３）傷害保険及びおやつ・給食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入会された児童は、児童クラブ専用の傷害保険に加入する必要があります。保険料については、入会

時に各児童クラブで徴収いたします。 

おやつ・給食については、各児童クラブで異なるため各児童クラブにお問い合わせください。 

 適用対象者 提出書類等

 
生活保護の受給者 生活保護受給証明書の写し

 

就学援助の受給者

添付書類不要 

※　ただし、学校へ就学援助の申請後（申請予定含む）、また

は、既に受給中でなければ、減免申請書を受理できません。

 
その他 被災者の場合は罹災証明書の写し　等
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４　各種届出について 

次のような場合は、必ず所属の児童クラブへ速やかに届出をしてください。 

※利用区分変更や児童クラブ変更は再審査となります。変更希望する前月 15 日（土日・祝日の場合

は直前の市役所開庁日）までに提出してください。 

 届出内容 届出書類

 

退会するとき

『退会・辞退・取下げ届』 

※利用者負担金は、記入した退会期日の属する月まで発生し、

その翌月から発生しません。退会期日の月末までに必ず提出

してください。

 

入会決定を辞退するとき

『退会・辞退・取下げ届』 

※入会決定後、利用開始月の前月末日までに提出がない場合、

利用者負担金が発生します。

 
入会申請を取下げるとき 『退会・辞退・取下げ届』

 
住所・姓を変更するとき 『児童クラブ入会申請事項変更届』

 家族構成など家庭の状況が変わ

り申請者を変更するとき
『児童クラブ入会申請事項変更届』

 
児童クラブを変更したいとき※

『児童クラブ入会申請事項変更届』、 

『退会・辞退・取下げ届』

 

利用区分（曜日や長期休業）を変

更するとき

例 月～水曜利用⇒月～土曜利用 

(現在の区分に、別の区分を追加) 

『児童クラブ入会申請事項変更届』 

 

例 月～金曜利用⇒土曜利用 

(現在の区分をやめて、別の区分に変更) 

『退会・辞退・取下げ届』 

 

※先に提出している就労・就学証明書兼自営業申立書で新たに利

用したい曜日の就労が確認できない場合は、利用したい曜日に就

労・就学している証明書等の添付(再提出)が必要です。

 

勤務先が変わったとき 

勤務形態が変わったとき 

就労・就学期限が切れたとき等

『就労・就学証明書兼自営業申立書』 

・更新分の証明書の提出がない場合、入会の解除、入会決定

の取消し又は入会審査を保留する場合があります。 

・就労・就学の期限が切れる場合は、期限から２週間以内に必

ず再提出をしてください。 

・就労・就学の期限が切れる方々に対して、その都度、案内

等は行いませんので、各自管理をお願いします。 

・事業所の所在地や電話番号などの変更があった場合は「児

童クラブ入会申請事項変更届」の提出をお願いします。
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５　災害や感染症の集団感染、事件・事故時の対応 

台風等の災害時（避難訓練時も含む）や、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症などの集団感

染、事件・事故が起こった場合、児童クラブが閉所となることがあります。 

緊急に児童クラブが閉所になる場合がありますので、緊急時における対応について、児童の安全を守

る対応が取れるよう、ご家族で話し合い、確認をお願いします。また、保護者の方は、緊急時に必ず連

絡が取れるようにしておいてください。 

 

（１）災害や事件・事故発生時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

地震・台風等の災害時（発生の恐れがある時、避難訓練時も含む）や事件（不審者等）・事故発生時

の対応は、基本的には、次のような対応となりますので、ご承知おきください。なお、各学校の判断に

より多少異なる場合があります。 

 

 

 

 児童のいる場所 対応

 

児童クラブ

児童クラブ開所中は、状況に応じて、児童 1 人での帰宅

や未成年の兄姉のお迎えを中止とし、保護者または成人の

代理人にお迎えをお願いする場合があります。 

ただし、児童クラブ活動中に、高学年児童が授業を切上

げて集団下校となった場合、学校と相談のうえ、兄姉と集

団下校させることがあります。この場合、保護者への連絡

と児童の下校が前後することがあります。 

※大規模災害発生時は、避難所が開設され次第、児童は避

難所へ移動することもあります。

 

学　

校

児童の安全性を確保する目的

で、学校が保護者の引取りとし

た場合や学校が早下校とした

場合

児童クラブは閉所します。 

※突発的に左欄記載の状況となった際には、開所する場合

もあります。

 
本番を想定した避難訓練で、全

学年が一斉集団下校となる場

合

児童クラブは閉所します。 
※一部学年のみの訓練や、自由参加型の訓練である場合、

児童クラブは開所します。

 
その他の場合 

(通常授業後、集団下校とする場合

含む)

児童クラブは開所しますが、状況に応じて、児童 1 人で

の帰宅や未成年の兄姉のお迎えを中止とし、保護者または

成人の代理人にお迎えをお願いする場合があります。

 

自　宅

学校が臨時休業の判断をした場合、児童クラブは閉所し

ます。 

学校が休みのとき（土曜日、夏休み等）、状況に応じて

児童クラブを閉所する場合は、支援員が連絡網やメールな

どで連絡します。
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（２）インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の集団感染発生時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の集団感染発生により学級閉鎖となった場合、学級閉

鎖の期間、学級閉鎖となったクラスの児童は、児童クラブを利用できません。 

また、集団感染発生により学校全体が臨時休校となった場合、臨時休校の期間は児童クラブを閉所し

ます。 

なお、学校保健安全法施行規則第 19 条における出席停止の期間の基準に掲載されている感染症に

かかっている児童は、児童クラブを利用できません。主なものは次の通りです。また、利用できない期

間については、学校の出席停止の取り扱いに準じます。 

①インフルエンザ　　②百日咳　　③麻しん　　④流行性耳下腺炎　　⑤風しん 

⑥水痘　　⑦咽頭結膜熱　　⑧新型コロナウィルス感染症　⑨結核　　⑩髄膜炎菌性髄膜炎 

⑪その他、医師が必要と認める感染症 
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６　児童クラブ一覧 

地域 クラブ名 場所
予定
定員

時間拡充
済み TEL 地域 クラブ名 場所

予定
定員

時間拡充
済み TEL

宮崎 宮崎小学校内 41 〇
080-6502-

3352
恒久 恒久小学校内 78 〇 50-2500

赤江 赤江小学校内 137 〇 51-2917

国富 国富小学校内 66 〇 56-4761

小戸 小戸小学校内 76 〇
080-6502-

3214
宮崎南 宮崎南小学校内 146 〇 59-0671

本郷 本郷小学校内 60 〇 56-7726

住吉 住吉小学校内 102 〇
080-6502-

3282

西池 西池小学校内 155 〇
080-6502-

3303
住吉第二 住吉児童センター内 20 ○ 39-8655

住吉南 住吉南小学校内 120 ○ 67-5967

生目 生目小学校内 76 ○
080-6502-

3147

大宮 大宮小学校内 308 ○ 24-0254 瓜生野 瓜生野小学校内 56 〇
080-6502-

3212

宮崎東 宮崎東小学校内 76 ○ 27-9811 佐土原 佐土原小学校内 45 ○ 74-3411

池内 池内小学校内 76 〇
080-6502-

3176
那珂 那珂小学校内 88 〇 74-3300

東大宮 東大宮小学校内 104 ○ 22-3855 広瀬 広瀬小学校内 103 ○ 73-1228

広瀬北 広瀬北小学校内 113 ○ 73-5594

大淀 大淀小学校内 80 ○ 50-9842

古城 古城小学校内 36 〇 53-6701 広瀬西 広瀬西小学校内 38 ○ 73-6663

大塚 大塚小学校内 132 ○ 51-5031

宮崎西 宮崎西小学校内 38 〇 48-2214

江南 江南小学校内 99 〇 52-6435 ひがし ひがし保育園併設 45 ○ 73-3530

旭町 旭町児童館内 22 〇 73-0024

田野 田野児童センター内 19 ○
070-5484-

8686

小松台 小松台小学校内 126 〇
080-6502-

3251
さくらが丘 さくらが丘保育園併設 33 〇 86-0388

生目台東 生目台東小学校区 114 〇 53-7667

檍 檍小学校内 108 〇 23-1350

潮見 潮見小学校内 144 〇
080-6502-

3267
高岡 高岡小学校内 78 ○ 82-2121

港 宮崎港小学校内 97 〇
080-6502-

3337
穆佐 穆佐小学校内 31 ○

080-5428-
4755

檍北 檍北小学校内 162 ○
080-6502-

3137
天ヶ城 天ヶ城保育園併設 23 82-3766

木花 木花小学校内 45 〇 58-9331 おおくぼ 大久保小学校内 38 〇 84-2478

学園台 学園木花台小学校内 42 〇 58-9223

鏡洲 鏡洲小学校内 45 〇
090-2041-

7618

青島 青島小学校内 38 〇 65-0785

内海 内海小学校内 20 ○ 67-0477
クラブ数や定員、時間拡充のクラブは令和７年４月時点のものであり、変更に
なる場合があります。

　※１つのクラブにクラブ室が複数ある場合は、入会決定後に宮崎市及び受託者で場所の割り振りをします。ご了承ください。

　※七野は令和７年３月開所

MSGキッズ
宮崎

宮崎小学校区
（民間賃貸建物内）

22 ○ 33-9317

江平
江平小学校内
江平ビル１階

119 ○ 22-6028
ひまわり

楽園
宮崎南小学校区隣接地

（加納ひまわり幼保園併設）
40 ○ 85-5588

あおぞら
江平

江平小学校区
（民間賃貸建物内）

40 ○ 67-6377

住
吉

MSGキッズ
西池

西池小学校区
（賃貸建物内）

25 ○ 41-7580

生
目コペル

キッズ
江平小学校区

（江平ビル１階）
45 ○ 41-5355

おおぞら
生目

生目小学校区
（民間賃貸建物内）

40 ○ 74-7783

北
ちっくたっく

大宮
大宮小学校区

（大宮小学校隣）
20 ○ 34-9565 倉岡

倉岡小学校内
倉岡児童館内

71 〇
080-6502-

3229

東大宮
夢はうす

東大宮小学校区
(民間賃貸建物内）

25 ○ 22-5508

七つの星
幼稚舎

広瀬北小学校区
（七つの星幼稚舎併設）

20 ○ 73-3572

遊びbase
たいら

広瀬西小学校区
（旧たいらの里）

30 ○
080-2723-

5272

あけぼの園
江南小学校区

（あけぼの保育園併設）
20 78-3488

田
野

七野
田野地区交流センター

西分館内
35 ○ 48-8856

檍

高
岡

浮之城ひまわり
楽園

檍北小学校区
（浮之城ひまわり幼保園併設）

45 〇 83-0921

清
武

きよたけ
清流園敷地内
清武小学校

143 ○ 85-8611

木
花

かのう
かのう児童センター内
加納小学校体育館内

175 ○ 85-6805

青
島

中
央

赤
江

大
宮

佐
土
原

大
淀
・
大
塚
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必 ず お 読 み く だ さ い 

 

 

➢　保護者の方は、緊急時に必ず連絡が取れるようにしておいてくだ

さい。 

 

➢　万が一に備えて、緊急時における対応については、児童の安全を

守る対応が取れるよう、ご家族で話し合いをお願いします。 

 

➢　送迎時は、学校や児童クラブのルールを厳守していただくようお

願いします。 

　 

➢　習い事や塾に行く時間は児童自身で管理してください。支援員が

時間に案内できない場合がありますことをご了承ください。 

 

➢　勉強の習慣付けのため、児童が自主的に学習する時間を設けてい

ますが、宿題を終わらせているかの確認や丸付け等は保護者の方で

お願いします。 

 

➢　児童クラブ開所中の児童の一時外出は、認めておりません。 

 

➢　放課後子ども教室と児童クラブの併用はできません（放課後子ど

も教室の開催曜日に、児童クラブに入会していなければ、子ども教

室の利用可）。 

 

➢　就労・就学等期限が切れる場合は、期限後２週間以内に証明書を

提出してください。提出が無い場合は、入会の解除、入会決定の取

消し又は入会審査を保留とする場合があります。 

 

児童クラブ利用者負担金を滞納した場合や児童クラブの規則を守

らない場合も同様の対応といたします。 

 

➢　おやつを出している児童クラブに入会している児童で、食物アレ

ルギーのある児童については、児童の安全確保のため、原則として、

おやつの持参をお願いします。あわせて、児童クラブと十分な確認

をお願いします。


